
 

 

理容師・美容師制度の概要等について 

参考資料 



• 理容師・美容師免許は、理容師法（昭和２２年）、美容師法（昭和３２年）に基づく国家資格

• 免許取得のためには、高校を卒業後、都道府県知事が指定した理容師・美容師養成施設で２年
間（原則）必要な学科・実習を修了したのち、国家試験に合格することが必要

• 理容師法及び美容師法に基づく指定試験機関として「公益財団法人理容師・美容師試験研修セン
ター」を指定し、国家試験事務・登録事務を実施

理容師・美容師

• 管理理容師・管理美容師資格は、免許を受けた後３年以上業務に従事し、厚生労働大臣の定め
る基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者に付与

• 管理理容師・管理美容師制度は、理容業務・美容業務の技術的管理運営の適正化及び理容・美
容施設の衛生的管理の向上並びに理容者の衛生保持のために設けられたもの

管理理容師・管理美容師

理容師・美容師制度の概要について
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理容師・美容師の資格取得の流れ

高
等
学
校
卒
業
以
上

理
容
師
・
美
容
師
試
験

厚
生
労
働
大
臣
免
許

管
理
理
容
師
・

管
理
美
容
師
指
定
講
座

管
理
理
容
師
・
管
理
美
容
師

理容師・美容師養成施設

昼間課程（２年以上）

夜間課程（２年以上）

通信課程（３年以上）

理 容 師 美 容 師

理容
頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること

管理理容師
理容師が複数いる理容所の衛生管理責任者
管理理容師は理容師の実務経験が３年以上
管理理容師指定講習会修了

美容
パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により
容姿を美しくすること

管理美容師
美容師が複数いる美容所の衛生管理責任者
管理美容師は美容師の実務経験が３年以上
管理美容師指定講習会修了
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理容師・美容師の業務範囲等について 
 理容師（理容師法） 美容師（美容師法） 

業務の定義 ○第一条の２第一項 

この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿

を整えることをいう。 

○第二条第一項 

この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等

の方法により、容姿を美しくすることをいう。 

業務の独占 ○第六条 

理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならな

い。 

○第六条 

美容師でなければ、美容を業としてはならない。 

業 

務 

範 

囲 

パーマ ○ ○ 

カット ○ ○ 

顔そり ○ 

△ 

（化粧に付随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容

師がこれを行っても差し支えない。） 

ヘアセット × ○ 

メイク × ○ 

履 

修 

課 

程 

衛生管理 美容と共通 理容と共通 

構造要件 ○第十二条 

理容所の開設者は、理容所につき、左に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

一 常に清潔に保つこと。 

二 消毒設備を設けること。 

三 採光、照明及び換気を充分にすること。 

四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置 

○第十三条 

美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

一 常に清潔に保つこと。 

二 消毒設備を設けること。 

三 採光、照明及び換気を充分にすること。 

四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置 

養成施設 

（※１） 

昼間課程・夜間課程２年 

通信課程３年 

昼間課程・夜間課程２年 

通信課程３年 

講習内容 

（※２） 

理容実習８１０時間以上を含む 

合計２，０１０時間以上 

美容実習８１０時間以上を含む 

合計２，０１０時間以上 

※１ 「●試験について」の「試験を受けるために必要な修業期間」を参照のこと。 

※２ 「●養成課程の単位と時間について」の「昼間課程又は夜間課程」を参照のこと。 
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理容師法及び美容師法の運用について
（平成27年7月17日 健発0717第2号 厚生労働省健康局長通知）

○利用者が男性か女性の性別に着目して業務範囲を定めた昭和53年通知に
ついては、平成27年７月17日付通知により廃止。

旧通知 新通知

理容師の業務範囲（抄） (1)理容師の行うコールドパーマネントウェーブにつ
いて
理容師が、刈込み等の行為に伴う理容行為の
一環として男子に対し仕上げを目的とするコール
ドパーマネントウェーブを行うことは差し支えない
が、これ以外のコールドパーマネントウェーブは
行ってはならないこと。

(1) 理容師がパーマネントウェーブを行
うことは差し支えないこと。

美容師の業務範囲（抄） (2)  美容師の行うカッティングについて
美容師が、コールドパーマネントウェーブ等の行
為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行
うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支
えないこと。また、女性に対するカッティングは、
コールドパーマネントウェーブ等の行為との関連
の有無にかかわらず行って差し支えないこと。
しかし、これ以外のカッティングは行ってはなら
ないこと。

(2) 美容師がカッティングを行うことは
差し支えないこと。

4



理容師試験及び美容師試験の事務については、理容師法第４条の
２及び美容師法第４条の２の規定に基づき、厚生労働大臣の指定す
る者（指定試験機関）に行わせることができるとされており、平成
１０年４月１日付で公益財団法人理容師美容師試験研修センターを
指定し、国家試験を実施。

○理容師法（昭和２２年法律第２３４号）

第４条の２ 厚生労働大臣は、その指定する者（以下「指定試験機関」とい
う。）に、理容師試験の実施に関する事務（以下「試験事務」という。）
を行わせることができる。

２ 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

○美容師法（昭和３２年法律第１６３号）

第４条の２ 厚生労働大臣は、その指定する者（以下「指定試験機関」とい
う。）に、美容師試験の実施に関する事務（以下「試験事務」という。）
を行わせることができる。

２ 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

理容師・美容師の国家試験について
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試験の課目は、理容師法施行規則及び美容師法施行規則において、
筆記試験
①関係法規・制度、②衛生管理、③理容・美容保健、
④理容・美容の物理・化学、⑤理容・美容理論

実技試験
理容・美容実技

と規定されている。

公益財団法人理容師美容師試験研修センターは、理容師法第４条の９
及び美容師法第４条の９の規定により厚生労働大臣の許可を受けた「理
容師美容師国家試験試験事務処理規程」に基づき、その事務を行ってい
る。

当該事務処理規程に基づき、理容師及び美容師として必要な知識及び
技能を有するかどうかの判定に関する事務を行うため、「理容師美容師
国家試験委員会」を設置し、試験問題の作成等の必要な事務を行ってい
る。

試験委員については、理容師法第４条の７及び「理容師法に基づく指
定検査機関及び指定登録機関に関する省令」第４条並びに、美容師法第
４条の７及び「美容師法に基づく指定検査機関及び指定登録機関に関す
る省令」第４条の基準を満たす者から選任されている。
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理容業・美容業の現況について

理容業 美容業 備考

免許登録者数（累計） 約６０万人 約１２３万８千人
両方の資格取得者
約１万２千人

従業理容師・美容師数 約２３万４千人 約４８万８千人

新規の免許登録者数 約１千５百人 約１万８千人

理容所・美容所数 約１２万８千施設 約２３万４千施設

養成施設数
（平成26年4月1日現在）

８１施設 ２６０施設
施設数２７１施設
うち理容・美容の併設
校７０施設

（平成２５年度末現在）
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出典：衛生行政報告例及び(公財)日本理容師美容師
試験研修センターＨＰ

国家試験合格者数（人） 免許登録者数・従業美容師数（人）

理容師国家試験及び理容師数の推移

250,767 250,407 248,494 246,861 244,667 243,644 237,602 240,017 238,086 
234,044 231,053 

580,412 583,139 585,698 588,178 590,138 591,956 593,387 594,855 596,333 597,806 599,248 

2,730

2,911

2,298
2,208

1,896

1,610

1,490

1,687

1,403
1,514

1,656

0

200,000

400,000

600,000

0

500

1,000

1,500

2,000
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3,000

3,500

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

従業理容師数 免許登録者数累計 合格者数
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404,674 416,707 430,224 433,728 443,944 453,362 456,872 471,161 479,509 487,636 496,697 

1,036,800 

1,066,242 
1,093,122 

1,119,643 
1,143,427 1,165,952 1,184,412 1,202,256 1,219,865 1,238,028 1,256,444 

28,348

33,115

26,151
24,683

23,690

20,059

18,747

18,831
17,312

18,890
19,754

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
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35,000

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

従業美容師数 免許登録者数累計 合格者数

国家試験合格者数（人）
免許登録者数・従業美容師数（人）

出典：衛生行政報告例及び(公財)日本理容師美容師
試験研修センターＨＰ

美容師国家試験及び美容師数の推移
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資料：公益社団法人 日本理容美容教育センター「地区別社員校数」

養成施設数の推移（理・美・併設別）
理容

美容

併設（校）
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1,653 1,432 1,245 1,061 971 1,013 1,132 1,008 1,134 995 

25,358 

23,772 

22,325 

19,776 
18,637 18,125 18,229 18,593 18,983 18,813 

0
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１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２5年 ２６年

資料：公益社団法人 日本理容美容教育センター「養成施設総定員一覧」「昼夜間課程教科書販売数」

25年度以降は、理容/美容技術理論の教科書販売数の4月末までの件数

昼夜間の入学者数の推移 理容

美容（＊昼夜間課程入学者数は、教科書販売数より水系）
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1,077 976 876 810 897 1,034 
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資料：公益社団法人 日本理容美容教育センター「通信入学者数」

通信の入学者数の推移 理容

美容（人）
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養成課程の単位と時間について 

【昼間課程又は夜間課程】２年以上 

課目名 

理容師養成施設指定規則 

（省令） 

理容師養成施設の教科課程

の基準（告示） 

美容師養成施設指定規則 

（省令） 

美容師養成施設の教科課程

の基準（告示） 

単位数（※） 時間数 単位数（※） 時間数 

必
修
課
目 

関係法規・制度 １以上 ３０以上 １以上 ３０以上 

衛生管理 ３以上 ９０以上 ３以上 ９０以上 

理容・美容保健 ４以上 １２０以上 ４以上 １２０以上 

理容・美容の物理・化学 ３以上 ９０以上 ３以上 ９０以上 

理容・美容文化論 ３以上 ９０以上 ３以上 ９０以上 

理容・美容技術理論 ４以上 １２０以上 ４以上 １２０以上 

理容・美容運営管理 ２以上 ６０以上 ２以上 ６０以上 

理容・美容実習 ２７以上 ８１０以上 ２７以上 ８１０以上 

小計 ４７以上 １４１０以上 ４７以上 １４１０以上 

選択必修課目 ２０以上 ６００以上 ２０以上 ６００以上 

合計 ６７以上 ２０１０以上 ６７以上 ２０１０以上 

※単位の計算方法は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果等を考慮して、３０時間から４５時間までの理容師・美容師養成施設が定

める授業時間をもって１単位とする。 

※選択必修課目については、日本語又は芸術などの一般教養課目及びエステティック技術又は理容・美容カウンセリングなどの専門教育課目

を一般教養と専門教育のバランスに配意しつつ、各理容師・美容師養成施設が設定するものとする。 
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【通信課程】３年以上 

課目名 

理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準 

（告示） 

美容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準 

（告示） 

通信授業 面接授業（※） 通信授業 面接授業（※） 

添削指導

回数 

非従業者 常勤従業者 添削指導

回数 

非従業者 常勤従業者 

単位数 時間数 単位数 時間数 単位数 時間数 単位数 時間数 

必
修
課
目 

関係法規・制度 3 以上 2 以上 10 以上 2 以上 10 以上 3 以上 2 以上 10 以上 2 以上 10 以上 

衛生管理 4 以上 6 以上 30 以上 6 以上 30 以上 4 以上 6 以上 30 以上 6 以上 30 以上 

理容・美容保健 4 以上 6 以上 30 以上 6 以上 30 以上 4 以上 6 以上 30 以上 6 以上 30 以上 

理容・美容の物理・化学 2 以上 6 以上 30 以上 6 以上 30 以上 2 以上 6 以上 30 以上 6 以上 30 以上 

理容・美容文化論 3 以上 3 以上 15 以上 2 以上 10 以上 3 以上 3 以上 15 以上 2 以上 10 以上 

理容・美容技術理論 5 以上 3 以上 15 以上 1 以上 5 以上 5 以上 3 以上 15 以上 1 以上 5 以上 

理容・美容運営管理 4 以上 2 以上 10 以上 1 以上 5 以上 4 以上 2 以上 10 以上 1 以上 5 以上 

理容・美容実習 6 以上 90 以上 450 以上 35 以上 175 以上 6 以上 90 以上 450 以上 35 以上 175 以上 

小計 31 以上 118 以上 590 以上 59 以上 295 以上 31 以上 118 以上 590 以上 59 以上 295 以上 

選択必修課目 進度に応じた

回数 

2 以上 10 以上 1 以上 5 以上 進度に応じた

回数 

2 以上 10 以上 1 以上 5 以上 

合計 31 以上 120 以上 600 以上 60 以上 300 以上 31 以上 120 以上 600 以上 60 以上 300 以上 

※単位数の計算方法は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果等を考慮して、５時間以上を基準として理容師・美容師養成施設が定め

る授業時間をもって１単位とする。 
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教科課程の基準の運用について 

課目名 

理容師養成施設の教科課程の基準の運用について 

（通知別添） 

理容師養成施設における教科課目の内容の基準 

美容師養成施設の教科課程の基準の運用について 

（通知別添） 

美容師養成施設における教科課目の内容の基準 

必
修
課
目 

関係法規・制度 

衛生管理 

理容・美容保健 

理容・美容の物理・化学

理容・美容文化論 

理容・美容技術理論 

理容・美容運営管理  

（座学や見学などにより修学） （座学や見学などにより修学） 

理容・美容実習 

  

８の（２）各項目の内容 

ア 器具の取扱実習 

(ア)理容器具の操作方法、消毒方法、手入れ方法を

確実に身につけさせること。 

(イ)用途に適した理容器具の選択方法について、理

解させ、実践する能力を身に付けさせること。 

イ 基礎技術実習 

(ア)理容技術を行う場合の位置、姿勢など理容技術

を行う場合に必要な基本動作を身に付けさせる

こと。 

(イ)施設の清掃、消毒など理容所の衛生管理のため

に必要な措置を確実に身に付けさせる。特に、

器具の消毒については、その重要性を十分に認

識させるとともに、適正な方法で実施すること

を習慣付けさせることが必要であること。 

ウ 頭部技術実習 

(ア)カッティング、シャンプー技術、頭部処置技術、

アイロン技術などの基本的な頭部技術を確実に

８の（２）各項目の内容 

ア 器具の取扱実習 

(ア) 美容器具の操作方法、消毒方法、手入れ方法を

確実に身につけさせること。 

(イ) 用途に適した美容器具の選択方法について、理

解させ、実践する能力を身に付けさせること。 

イ 基礎技術実習 

(ア)美容技術を行う場合の位置、姿勢など美容技術

を行う場合に必要な基本動作を身に付けさせる

こと。 

(イ)施設の清掃、消毒など美容所の衛生管理のため

に必要な措置を確実に身に付けさせる。特に、

器具の消毒については、その重要性を十分に認

識させるとともに、適正な方法で実施すること

を習慣付けさせることが必要であること。 

ウ 頭部技術実習 

(ア)スキャルプトリートメント、ヘアトリートメン

ト、ヘアシャンプー・ヘアリンス技術、ヘアカ
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身に付けさせること。 

 

 

 

(イ)この際、使用する器具は毎回必ず消毒すること

を身に付けさせること。 

エ 顔面技術実習 

(ア)シェービング、その他の基本的な顔面処理技術

を確実に身に付けさせること。 

(イ)この際、かみそりなどの器具は必ず消毒するこ

とを身に付けさせること。 

オ 特殊技術実習 

美顔術、染毛技術など理容の特殊技術を身に付

けさせること。 

 

 

 

 

カ 総合実習 

頭部、顔面、特殊技術を適当に組み合わせて調

和のとれた理容技術を完成させるため、総合的

な技術を身に付けさせること。 

ッティング、パーマネント・ウェービング、ヘ

アセッティング、マーセル・ウェービングなど

の基本的な頭部技術を確実に身に付けさせるこ

と。 

(イ)この際、使用する器具は毎回必ず消毒すること

を身に付けさせること。 

 

 

 

 

 

エ 特殊技術実習 

ヘア・カラーリング、美顔術、化粧、マニキュ

ア、ペディキュアなど美容の特殊技術を身に付

けさせること。 

オ 和装技術実習 

日本髪の結髪技術、かつらのあわせ方、かぶせ

方、着付け技術を身に付けさせる。 

カ 総合実習 

頭部、顔面、特殊技術を適当に組み合わせて調

和のとれた美容技術を完成させるため、総合的

な技術を身に付けさせること。 

８の（３）学習指導上の留意事項 

カ 実習は理容師養成施設内で実施することを原則と

するが、生徒の技術習熟状況に応じ、当該養成施設

が作成した実施計画に基づく教育課程の一環とし

て、管理理容師を配置する理容所において、当該理

容所に従事する理容師の適切な指導監督の下、理容

行為及びその付随する作業（以下「実務実習」とい

う。）を行うことが望ましいこと。 

コ 実務実習は、年間 60 時間（通信課程の生徒のうち

理容所に常勤で従事している者である生徒に対して

８の（３）学習指導上の留意事項 

カ 実習は美容師養成施設内で実施することを原則と

するが、生徒の技術習熟状況に応じ、当該養成施設

が作成した実施計画に基づく教育課程の一環とし

て、管理美容師を配置する美容所において、当該理

容所に従事する美容師の適切な指導監督の下、美容

行為及びその付随する作業（以下「実務実習」とい

う。）を行うことが望ましいこと。 

コ 実務実習は、年間 60 時間（通信課程の生徒のうち

美容所に常勤で従事している者である生徒に対し
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は 20 時間）を超えない範囲で行うものとすること。

なお、1 日当たりの時間数については、実務実習の

実務計画、他の授業計画との調整及び受け入れ理容

所の営業状況等を勘案して、適切な時間数とするこ

と。 

ては 20 時間）を超えない範囲で行うものとするこ

と。なお、1 日当たりの時間数については、実務実

習の実務計画、他の授業計画との調整及び受け入れ

美容所の営業状況等を勘案して、適切な時間数とす

ること。 

選
択
必
修
課
目 

一般教養課目群 （１）実施方針 

一般教養課目は、社会生活における基本的規範やコ

ミュニケーション技術などを学ぶことによって、社会

人としての心構えを養い、さらに専門的技術者として

の自覚を促すとともに、芸術、文化など幅広い教養を

身に付けることによって、人間性豊かな人格の形成を

目指すものであること。 

（２）課目の例 

日本語、外国語、保健体育、情報技術、社会福祉、

芸術、日本文化 

（１）実施方針 

一般教養課目は、社会生活における基本的規範やコ

ミュニケーション技術などを学ぶことによって、社会

人としての心構えを養い、さらに専門的技術者として

の自覚を促すとともに、芸術、文化など幅広い教養を

身に付けることによって、人間性豊かな人格の形成を

目指すものであること。 

（２）課目の例 

日本語、外国語、保健体育、情報技術、社会福祉、

芸術、日本文化 

専門教育課目群 エステティック技術、理容カウンセリング、食品保健・

栄養理論、理容モード理論、理容総合技術 

エステティック技術、美容カウンセリング、食品保健・

栄養理論、メイクアップ、美容モード理論、美容総合

技術 

 

 

  

17



 
 

試験について 

試験を受ける

ために必要な

修業期間 

理容師法 美容師法 

○第三条第三項 

理容師試験は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九

十条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施

設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要

な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 

○第四条第三項 

美容師試験は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九

十条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施

設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要

な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 

理容師法施行規則 美容師法施行規則 

○第十一条 

法第三条第三項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設

指定規則（平成十年厚生省令第五号）第二条第一項に規定する昼間

課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては

二年、同項に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者

にあっては三年とする。 

○第十一条 

法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間は、同条第四項第一

号 又は第二号に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び

技能を修得する者にあっては二年、同項第三号 に規定する通信課

程において知識及び技能を修得する者にあっては三年とする。 

 理容師法施行規則 美容師法施行規則 

試験の課目 ○第十二条 

理容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし、その課目は、そ

れぞれ次のとおりとする。 

筆記試験  関係法規・制度 

      衛生管理 

理容保健 

理容の物理・化学 

理容理論 

実技試験  理容実技 

○第十二条 

美容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし、その課目は、そ

れぞれ次のとおりとする。 

筆記試験  関係法規・制度 

      衛生管理 

美容保健 

美容の物理・化学 

美容理論 

実技試験  美容実技 

試験の免除 ○第十三条 

筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請によ

り、筆記試験又は実技試験に合格した理容師試験に引き続いて行わ

れる次回の理容師試験に限り、その合格した試験を免除する。 

○第十三条 

筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請によ

り、筆記試験又は実技試験に合格した美容師試験に引き続いて行わ

れる次回の美容師試験に限り、その合格した試験を免除する。 
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各養成施設のカリキュラム（例） 
 
 

 
Ａ校（関東地区） 

美容校 

Ｂ校（東京地区） 

併設校 

Ｃ校（信越北陸地区） 

併設校 

Ｄ校（東海地区） 

美容校 

Ｅ校（近畿地区） 

併設校 

Ｆ校（四国地区） 

美容校 

課目 

（指定時間） 
１年次 ２年次 

合計 

時間数 
１年次 ２年次 

合計 

時間数 
１年次 ２年次 

合計 

時間数 
１年次 ２年次 

合計 

時間数 
１年次 ２年次 

合計 

時間数 
１年次 ２年次 

合計 

時間数 

関係法規・制度 

（30 時間以上） 
０ ３０ ３０ 

理容 24 

美容 28 
１０ 

理容 34 

美容 38 
２０ １０ ３０ ０ ３６ ３６ ０ ３０ ３０ ３０ ０ ３０ 

衛生管理 

（90 時間以上） 
４４ ４６ ９０ ５２ 

５２ 

４４ 

１０４ 

９６ 
５０ ４０ ９０ ３６ ７２ １０８ ０ ９０ ９０ ４０ ５０ ９０ 

保健 

（120 時間以上） 
７０ ５０ １２０ ６８ ５６ １２４ ６０ ６０ １２０ ３６ １０８ １４４ ６０ ６０ １２０ ８０ ４０ １２０ 

物理・化学 

（90 時間以上） 
４８ ４２ ９０ ５２ 

４８ 

４６ 

１００ 

９８ 
６０ ３０ ９０ ３６ ７２ １０８ ６０ ３０ ９０ ６０ ３０ ９０ 

文化論 

（90 時間以上） 
９０ ０ ９０ ６２ 

４２ 

４６ 

１０４ 

１０８ 
６０ ３０ ９０ ９０ ０ ９０ ６０ ３０ ９０ ６０ ３０ ９０ 

技術理論 

（120 時間以上） 
１１０ １２ １２２ 

７８ 

８４ 

５０ 

４４ 
１２８ ９０ 

 

３０ 
１２０ ７２ ７２ １４４ ６０ ６０ １２０ ８０ ４０ １２０ 

運営管理 

（60 時間以上） 
２０ ４０ ６０ 

４４ 

４８ 

２６ 

３６ 

７０ 

８４ 
３０ ３０ ６０ ６０ ０ ６０ ３０ ３０ ６０ ６０ ０ ６０ 

実習 

（810 時間以上） 
３８８ ４６８ ８５６ 

６３６ 

６３０ 

２４６ 

２２２ 

８８２

８５２ 

理容 380 

美容 330 

理容 430 

美容 480 
８１０ ３９０ ４５０ ８４０ 

理容 490 

美容 360 

理容 320 

美容 450 
８１０ ５１０ ３９０ ９００ 
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各養成施設のカリキュラム（例）【選択必修課目】     １年次、２年次の合計時間数 

Ａ校 （関東地区） 

美容校 

Ｂ校 （東京地区） 

併設校 

Ｃ校 （信越北陸地区） 

併設校 

Ｄ校（東海地区） 

美容校 

Ｅ校（近畿地区） 

併設校 

Ｆ校（四国地区） 

美容校 

Ｇ校（関東地区） 

理容校 

ビジネス 

コミュニケーション 

１００ 

ファッション概論 

１０ 

理
容 

色彩 

３０ 

外国語 

１５ 

理
容 

理容総合 

３６０ 

美容総合 

３３０ 

社会福祉 

３０ 

ビューティー心理学 

６０ 

造形学とデザイン 

２８ 

ビジネス学 

３０ 

接遇マナー 

３０ 

ネイル 

９０ 

ネイル 

６０ 

日本語 

６０ 

美容総合技術 

２００ 

絵画法とデザイン 

３２ 

エステティック技術 

６０ 

デッサン 

３０ 

色彩 

３０ 

メイク 

６０ 

倫理道徳 

３０ 

美容福祉ヘルパー 

４０ 

理・美フォト 

１０ 

シャンプー 

６０ 

フラワーデザイン 

１５ 

エステ 

９０ 

エステ 

６０ 

外国語 

６０ 

美容 

カラ―コーディネイター 

４０ 

話し方論 

１０ 

実務実習 

３０ 

カラーコーディネイト 

３０ 

社会福祉 

３０ 

着付け 

６０ 

カウンセリング 

６０ 

※メイクアップ 
国語と文章 

２６ 

理容総合技術 

３９０ 

パーマ 

６０ 

美
容 

美容総合 

３００ 

接遇 

３０ 

総合技術 

２４０ 

※ネイル 
顧客心理 

１０ 

美
容 

色彩 

３０ 

カラー 

６０ 

ネイル 

９０ 

 

メイク 

６０ 

※エステティック 
接客カウンセリング 

１０ 

ビジネス学 

３０ 

シャンプー 

１２０ 

色彩 

３０ 

エステ 

３０ 

※着付け 
英会話 

２６ 

実務実習 

３０ 

アップヘアー 

６０ 

エステ 

９０ 

ネイル 

３０ 

※ヘアデザイン 
ビジネスマインド 

１２ 

美容総合技術 

５１０ 

レザーカット 

３０ 

着付け 

６０ 

 

※アイデザイン 
マーケティング論 

１６ 

 カウンセリング 

２０ 

社会福祉 

３０ 

※アップヘアー 
広告宣伝 

８ 

着付け 

９０ 

 

※トータルヘアー 

店舗設計の基本と 

スペースデザイン 

６ 

エステ 

３０ 

※８０時間×２課目選択 

情報処理 

４４ 

メイク 

３０ 

高度総合技術理論 

１８ 

まつ毛エクステ 

３５ 

高度総合技術実習 

４２６ 

ネイル 

３５ 

香粧品製法と実験 

４０ 

 

６００時間 ７３２時間 ６００時間 ６９０時間 ６００時間 ６００時間 ６００時間 

 
美容総合技術 

・制作発表会の作品作り 

・技術大会出場種目の練習 

・美容家を招いた技術講習 

・企業の有識者を招いた自 

己啓発セミナー 

（共通）高度総合 

・パーマネントウェービング 

・カラーリング 

・メイクアップ 

・セッティング 

・ネイル 

（理）・カッティング 

   ・美顔術 

（美）・エステ 

   ・着付け 

理容総合技術 

養成施設内サロンワーク 

・シャンプー等 

美容総合技術 

養成施設内サロンワーク 

・パーマ 

・カラーリング 

・まつ毛エクステ 

理容総合 

養成施設内サロンワーク 

・シャンプー等 

美容総合 

養成施設内サロンワーク 

・まとめ髪 

・アップスタイル 

美容総合 

養成施設内サロンワーク 

・シャンプー 

・セット 

・ブロー 

・カラー 

総合技術 

・国家試験対策 
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